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事業の目的  自宅で生活することが困難な要介護状態の高齢者等に、介護保険法の定める適正な介護 

老人福祉施設サービスを提供し、生活の手助けと家庭復帰への支援をすることを事業の 

目的とします。 

運営の方針 １．入居者の生活の場として、家庭的な雰囲気で安心できる環境づくりを行います。 

２．入居者一人ひとりの生活を重視し、個性の尊重と、心身の機能低下予防に努めます。 

３．家族との連携を図りながら、地域に暮らすことを実感できるようなケアを考えます。 

４．ユニットケアのスムーズな運営と、職員の資質向上に努めます。 
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１．運営主体     社会福祉法人 こもはら福祉会 

２．代表者      理事長 家里 英夫 

３．所在地      三重県名張市百合が丘西５番町１番地 

４．施設の行う    ユニット型指定短期入所生活介護 ショートステイ 第２はなの里 

他の事業     通所介護事業 デイサービス 第２はなの里 

           軽費老人ホーム ケアハウス 第２はなの里 

           居宅介護支援事業所「和み」 

５．開設年月日    平成２０年７月１日 

６．介護保険施設の  平成２０年７月１日（事業所番号：２４７１３００６３８） 

  認可指定日 

７．職員体制     管理者・・・常勤１名  

            医師・・・非常勤１名 

            生活相談員・・・常勤１名 

            介護職員・・・常勤２４名、非常勤１１名 

            看護職員・・・常勤２名、非常勤２名 

            管理栄養士・・常勤１名 

            介護支援専門員・・・常勤１名  （令和７年９月１日現在） 

８．資格取得状況   介護支援専門員・・・２名、介護福祉士・・・1７名 

２級ヘルパー・・・１６名 

                           （令和７年９月１日現在） 

９．協力病院     名張市立病院、さかい循環器内科クリニック、 アリス新谷歯科医院 

            福喜多耳鼻咽喉科、久保耳鼻咽喉科クリニック 



 

＜サービス内容＞ 

基本サービス 

① 食事介助 

 管理栄養士の立てる献立表により、栄養や皆様の身体状況、好み等を考慮した食事をご用意いたします。

食事は、体調等に問題が無ければ食堂にて取っていただきます。 

食事時間 （提供時間の目安は下記のとおりですが、利用者の生活時間にあわせて調整します） 

朝 食 ７：３０～ ９：００頃 

昼 食 １２：００～１３：３０頃 

夕 食 １８：００～１９：３０頃 

身体状況に応じた食事 

主 食 普通米飯、軟飯、粥、ミキサー粥、パン 

副 食 普通、刻み、トロミ付き、ソフト食 

② 入浴介助 

 身体状況に応じた各種入浴設備を利用して、週２回以上、入浴もしくは清拭をお手伝いします。 

 ご本人の体調によって、変更、中止となる場合があります。 

  個別浴槽・・手すり付き、各階に設置    パーソナルケア浴槽・・・１、２，３階に設置 

チェアーインバス・・・・１，２階に設置  寝台式機械浴・・・・・・１階に設置 

③ 排泄介助 

 皆様の身体能力に応じた形での排泄介助をいたします。排泄動作等の自立を目指す援助もいたします。 

④ 機能訓練 

 機能訓練指導員が中心となって支援させていただきます。 

⑤ 更衣・整容の介助等 

ご本人が自分で着替えをすることが難しい状態であれば、朝夕の更衣のお手伝いをします。 

また、起床時の洗顔など清潔で快適な生活が送れるよう、整容等のお手伝いもいたします。 

⑥ 看取り介護について 

 医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがないと診断した入居者について、ご本

人及びご家族の希望と、嘱託医、施設の協議により可能な場合には、施設内で看取り介護を行うことがあ

ります。（施設の定める指針に基づいて実施し、介護保険上の「看取り介護加算」を算定します） 

基本外サービス 

①預り金管理 ②理美容 ③テレビ貸し出し ④持ち込み電気器具使用 ⑤レクリェーション活動   

⑥外出支援 ⑦通院、入退院支援 ⑧貴重品管理 ⑨買い物代行 ⑩その他介護保険外サービス 

利用者の皆様の日常生活上に必要な支援については、その都度ご相談しながら提供できるように努めま

す。①②③④については有料、⑤⑥⑦⑧⑨については基本無料としますが、地域や量的等で通常範囲を

超える場合（例えば個人希望による外出支援や市外通院支援、多量の文書またはその写し作成など）は

有料とさせていただくことがあります。 

※このうち、日常的な金銭管理がご本人自身で困難な方については、①預り金管理サービスを利用していた

だくことになります。 

＜利用料金＞ 

 介護保険対象サービス費と介護保険対象外サービス費の合計となります。別紙料金表をご参照ください。 

 

－２－ 



 

＜医療体制＞ 

 名張市立病院が協力病院になっています。 

 アリス新谷歯科クリニックが協力歯科医院になっています。 

施設配置医（嘱託医師）による定期巡回（週１回）を行い、健康管理に努めます。内科に関しては、原則、

施設配置医が主治医となります。 

＜お部屋のご使用にあたって＞ 

当施設をご利用の際に使っていただくお部屋は、全室がユニットに属した個室となっています。 

 お部屋の空き状況やご本人の心身の状態、あるいは諸般の事情等により、使っていただくお部屋を決めさ

せていただきます。 

お約束 

１．お部屋の定員は１名です。 

２．ご夫婦で同時にご利用の場合も、基本的に、それぞれ別のお部屋をご利用いただきます。 

３．サービスの提供上や安全・衛生の管理をする上で必要であれば、ご利用の居室内に立ち入り、必要

な対応をさせていただきます。その場合、皆様のプライバシーの保護については十分な配慮をいた

します。 

４．外泊や入院で居室を空けられる場合、ご本人やご家族の了解を得てショートステイ床として使用す

ることがあります。ただし、ご希望によっては居室料（基準額）をお支払いいただいて空き室のま

ま保留することができます。 

お願い 

１．お部屋や共用施設、敷地については、その本来の用途に従ってください。 

２．故意に、またはご本人の身体状況を踏まえても、注意をすれば避けられたにもかかわらず、施設、

設備を壊したり汚したりされた場合には、自己負担により原状に復していただくか、または相当の

代価をお支払いいただく場合があります。 

＜禁止事項＞ 

１．以下に挙げる物品の持込を原則禁止とさせていただきます。 

・他の方の居住空間や施設の倉庫を圧迫する量、大きさの物品 

・当施設の貴重品預かり金庫に納まらない貴重品 

・ご本人や他の方が負傷する危険性がある物品、電化製品等 

・施設に共用で設置されているもので、あえて個人で持参する妥当性がないもの 

・その他、施設にてお断りする物品 

２．施設内での宗教活動、政治活動、営利活動は禁止させていただきます。 

３．人種、信条、宗教、習慣等の相違によって、他の方を排斥したり、その自由を侵害したりする行為は

禁止です。 

４．他の利用者及び職員に対するセクハラ等の迷惑行為は禁止させていただきます。 

５．原則として全館禁煙とさせていただいておりますので、ご協力ください。事情により、最小限の喫煙

については職員の指示に従っていただきます。 

６．飲食物の持ち込みに関して、ご家族の来所時に一緒に個室内で喫食されるのは原則として自由（生も

のを除く）ですが、それ以外に個室内に食べ物を置くことは、保健衛生上禁止といたします。 

７．上記禁止事項に反する場合には、当施設はサービス利用の中断などの対応をとらせていただくことが

あります。 
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＜ご協力いただきたいこと＞ 

１．利用に際して、１年以内の結核に関する検診結果（胸部レントゲン検査を含む）を事前にご提出くだ

さい。利用中においても感染症予防（年１回の定期検診、予防接種等）にご協力をお願いします。 

２．サービス利用を中止する場合（欠食等）、サービス実施日の前日までにお申し出ください。 

３．基本外サービスご利用の希望については、いつでも受け付けさせていただきます。ただし、その時点

での施設の状況、関係機関の事情、急なお申し込みで対応できない場合など、やむを得ない理由にて

ご希望に添えないことがあります。 

４．当嘱託以外の外部医療機関、および名張市、伊賀市以外の遠方の外部医療機関への定期受診や薬取り

は、ご家族での対応をお願いします。ご家族での通院送迎が困難な場合はご相談ください。ただし、

施設職員を派遣するため、お申し込みが急であった場合や施設の事情により派遣の余裕がない場合等、

必ずしも実施できるわけではありません。お申し出は一週間以上前にお願いしたいこと、また事情に

より、それでもご希望に添えない場合もありうることをご了解ください。 

５．眼鏡や補聴器、入れ歯などは本人・ご家族での保守、管理をお願いします。 

＜利用について＞ 

 利用条件 ①要介護認定により、要介護３～５の認定を受けている方 

      ②緊急の事情で、要介護認定の結果は出ていないが、出る見込みがあり利用を希望される方 

      ③医療的管理や医療処置を常時必要としない方 

      ④概ね６ケ月以内に受けた結核に関する検診結果（胸部レントゲン検査を含む）により、異

状の無いことが確認できる方 

      ⑤要介護１または要介護２と認定された方で、特例入所に該当する方 

 ※入所後の要介護更新認定において、非該当または要支援あるいは要介護１、要介護２と認定された方 

は退所となります。ただし、要介護１または要介護２と認定された方で特例入所に該当する方は、引 

き続き利用が可能となります。 

  ※入所後、経管栄養・点滴・人工呼吸等、高度医療の対象となった場合は退所となります。 

   透析及び、胃瘻による経管栄養の場合は、看護・介護体制等の状況により受け入れの可否を判断させ 

ていただきます。 

 

利用定員  ５０名 

＜緊急時の対応について＞ 

  当施設のサービス利用中に、容態急変等の事態が発生した場合、下記の通り対応いたします。 

①体調不良が見られるが、通院可能な場合 

ご家族へ電話等で連絡をとり、看護職員または介護職員等にて協力病院等への通院の介助をいたし

ます。施設の判断や病院等の要請によって、ご家族等の来院をお願いすることがあります。 

②通院するのが難しい場合、または休日や夜間等時間外で緊急の場合 

ご家族に連絡するとともに、嘱託医へ電話による連絡をし、指示を得た上で、医師の往診を依頼す

る、または救急車を依頼する等の対応をします。一刻を争う場合には、ご家族への連絡が前後する

ことや、先に救急車を呼ばせていただくことがあります。 

救急搬送の場合、ご家族は直ちに搬送先病院へ向かって下さい。 

③入院となった場合 

 入院等の手続きが必要となりますので、ご家族の来院ならびにその後の対応をお願いします。 

なお、入院期間が３ヶ月以上に及ぶ場合、又はそう見込まれる場合、契約は終了し退所となります。 
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＜営業について＞ 

  営 業 日  年中無休 

  受付日時  祝祭日と１２月３０日～１月３日を除く月～金曜日 午前８時３０分～午後５時３０分 

  その他の事項 営業時間外においても連絡が取れるように、２４時間体制で電話対応者をおいています。 

＜秘密の保持＞ 

  サービスを提供する上で知り得た利用者及びそのご家族に関する情報を、正当な理由なく第三者に漏ら

すことはありません。また、利用者及びご家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、居宅介護支援

事業者等に対して利用者及びご家族の情報を提供しません。 

＜事故発生時の対応＞ 

  介護老人福祉施設サービスの提供により事故が発生した場合は、すみやかにご家族等に連絡すると共に、

必要な措置を講じます。 

＜実習生の受け入れについて＞ 

  当施設では、福祉に関する専門職の養成に協力するという社会的な使命と、長期的な人材の確保並びに

外部からの空気を取り入れることによる職員の意識向上等を目的として、大学及び高校、福祉専門職養

成機関等からの実習生を受け入れます。その際には、ご利用者のプライバシーに配慮し個人情報に関す

る守秘義務を徹底した上で受入れますので、ご理解をお願いします。 

＜安心してご利用いただくために＞ 

 特別養護老人ホーム第２はなの里では、サービスご利用の皆様に安心して利用していただき、事故など

でご迷惑をおかけしないよう、また、非常災害時においても皆様の安全を確保できるよう、職員の研修

と避難訓練を行っています。 

 これにより、万全の注意を払ってサービス提供に努めておりますが、万一の事故に備えて施設の保険に

加入しております。 

   職員研修・・・月１回以上の施設内研修及び随時の外部研修 

   避難訓練・・・年２回以上 

   加入保険・・・「あいおいニッセイ同和損害保険」加入 

          「東京海上日動火災保険（株）自動車保険」加入 

＜苦情・相談窓口＞ 

 ご利用やサービス内容についての相談、および苦情等を受け付けるための窓口を設置しております。 

電話番号 ０５９５－６４－２５２５ ＦＡＸ番号 ０５９５－６４－１１１７ 

受付担当者  土橋 亜沙美・福本 裕弥・原田 恵子 

第三者委員  中嶋 俊子 ０５９５－６５－３５５６ 

杉尾 章  ０５９５－６５－３４６１ 

苦情解決責任者   施設長 山村 哲生 

  施設の窓口の他にも、公的窓口として次の機関があります。 

    名張市役所 介護・高齢支援室 ０５９５－６３－７５９９ 

    三重県社会福祉協議会 福祉サービス運営適正化委員会 ０５９－２２４－８１１１ 

    国民健康保険団体連合会 ０５９－２２２－４１６５ 
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＜第２はなの里 建物設備説明＞ 

種別 １室の面積

（㎡） 

部屋数 種別 １室の面積

（㎡） 

部屋数 

個室  １５．１  ３０ 浴室 13.6～19．0   ４ 

 〃  １５．５   ５ 脱衣室 8.9～18.0   ３ 

 〃  １７．４  １０ トイレ   ４８．０  １５ 

 〃  １７．９   ５ リネン庫・物入れ 3．6～4．0   ８ 

共同生活室・ラウンジ  ５１．５   ５ 汚物処理室    ４．０   ３ 

相談室   ８．４   ２ 理美容室   １０．７   １ 

厨房 １１４．９   １ 医務室・看護師室   ４１．０   １ 

サービスステーション １３．９   ２ 事務室   ８１．１   １ 

      

 

これら設備の一部は、介護老人福祉施設と短期入所生活介護事業で共用しています。 

 

 

 

重要事項説明確認書 

この説明書に書かれている内容に基づき、事業者はユニット型指定介護老人福祉施設利用（看取りに関

する指針を含む）の説明を行うと共に同文書を交付しました。利用者（またはその家族等）は、事業者

より受けた説明で、サービス内容（看取りに関する指針を含む）について理解しました。 

 

  令和   年   月   日 

 

事業所所在地  三重県名張市百合が丘西５番町 1番地 

事業所名    特別養護老人ホーム 第２はなの里 

 

説明者氏名                  

 

利用者 住所  

（契約者） 

         氏名                 

 

代理人 住所  

  

         氏名                 

         （利用者との続柄：        ） 

 

      （利用者は署名ができないため、本人の意思を確認の上、代理署名とします。） 
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ユニット型介護老人福祉施設利用料金（重要事項説明書・別紙） 

 利用料金 

１、介護保険対象サービス費は規定により費用の一割負担になります。 

【ユニット型個室の介護福祉施設サービス費】（一日あたりの単位数）  

   利用者の介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

ユニット型介護施設サービス費  670  740   815  886   955  

夜勤職員配置加算（Ⅱ） 27 

看護体制加算（Ⅰ）（Ⅱ） 19 

日常生活継続支援加算（Ⅱ） 46 

サービス利用 単位数 計   762 832   907 978  1,047 

介護職員等処遇改善加算 

（100 分の 14） 

 

107 

 

116 

 

127 

 

137 

 

147 

 利用料合計 単位数   869  948   1,034   1,115 1,194 

利用料金額（単位数×単価） （円） 

（地域区分単価：名張市 10.14 円） 

 

8,812 

 

9,613 

 

10,485 

 

11,306 

 

12,107 

利用者負担（１割）の目やす（円） 881 円  961 円 1,049円 1,131 円 1,211 円 

※一定以上所得者の方は、利用者負担が 2 割または 3 割となります。 

 ※この表の１日あたりの利用料金は、計算上、端数処理をして表示しています。実際の利用料金は１ヶ月

分の単位合計（処遇改善加算後）に地域区分単価を乗じた金額になります。 

  ※入所時に、安全対策体制加算（20単位/1回）が加算されます。 

※入所日から 30 日間は、初期加算（一日あたり 30 単位）が加算されます。 

※褥瘡マネジメント加算（3単位/月）、科学的介護推進体制加算（Ⅰ）（40 単位/月）が算定されます。 

※看取り介護を行った場合、法の規定に従って加算を算定します。 

※対象者には特別通院送迎加算（594 単位/月）が加算されます。 

※加算については、新規入居者の介護度、職員配置の状況等により算定が変わることがあり（日常生活

継続支援加算４６単位⇔サービス提供体制強化加算１８単位～６単位）、料金が若干変更になること

があります。なおこの場合も、すべて法制に従って算定させていただきます。 

※生産性向上推進体制加算（Ⅱ）（10 単位/月）が加算されます。 

 

 

２、介護保険の対象外サービス費は『居住費』『食費』『日常生活用品費』『その他』です。 

【居住費・食費】 

『居住費』と『食費』については、利用者の所得の段階に応じて「自己負担限度額」が決められ

ており、市町村に申請して「介護保険負担限度額認定証」を取得された場合は、その限度額が利 

用者負担となります。負担限度額の基準は次の表のとおりです。 

・      利 用 者 限 度 額 １日あたり滞在費 １日あたり食費 

第１第１段階  本人及び世帯全員が住民税非課税であって、老齢

福祉年金の受給者・生活保護の受給者 

（限度額） 

   ８８０円 

（限度額） 

  ３００円 

第２段階  本人及び世帯全員が住民税非課税であって、合計

所得金額＋課税年金収入が８０万円以下の人 

（限度額） 

   ８８０円 

（限度額） 

  ３９０円 

第３段階① 本人及び世帯全員が住民税非課税であって、合計

所得金額＋課税年金収入が８０万円超１２０万円

以下の人 

（限度額） 

 １，３７０円 

（限度額） 

    ６５０円 



 

第 3 段階② 本人及び世帯全員が住民税非課税であって、合計

所得金額＋課税年金収入が１２０万円超の人 

（限度額） 

 １，３７０円 

（限度額） 

１，３６０円 

通常（第 4段階） 住民税課税世帯に属する人 （基準額） 

２，２００円 

（基準額） 

１，５００円 

・ 居住費（基準額）は光熱水費や施設建設費用、今後見込まれる修繕・維持管理費用等をもとに規

程によって積算しています。食費（基準額）は、食材料及び調理委託費等をもとに積算していま

す。                         

・ 外泊や入院などの理由により施設を不在にされる期間中は、その居室が当該利用者のために確保

されている場合で入院から 6 日目までに限り、入院・外泊時加算の利用者負担額（246 単位）を

徴収いたします。（6日目まででも、居室をショートステイの利用者が使用する場合は徴収なし） 

・ 入院中の居室について、当該入居者の荷物等を一時的に片づけて、ショートステイの希望 

     者に利用してもらう場合がありますが、ご希望により居室をそのまま確保されたいとの  

し出をされた場合は、別途、室料をお支払いいただくことになります。 

（基本として、入院後 6日目までは 246 単位、以後は 1日 2,200 円） 

【日常生活品費等】 

貸し出しテレビ使用料 １日  50 円 

電気使用物品（電気毛布等）使用管理料 １品目につき  1 日 10 円 

その他必要な消耗品（おむつを除く） 本人準備を基本とする 

【その他 対象外サービス料】  

 

 

 

 

 

 

 

※介護保険の手続き代行等の支援は無料です。 

※法制度の変更や経済状況の著しい変化など、やむを得ない場合には、左記料金を 

相当な額に変更することがあります。その場合は事前に内容と理由をご説明いたします。 

【預かり金管理料】 

   介護費用および居住費・食費等の費用は、ご指定の口座からの引き落としによってお支払いただ

くことになっておりますが、それ以外の費用（例えば外出時のおこづかいや散髪、お買いものの

費用など）や急な受診時の費用等は、個人別の預り金から支出することになります。預り現金を

個人別に管理し、収支および残高の管理と報告等を行う手数料としてひと月に 500 円の管理料を

いただきます。 

 

 

 

 

 

散髪代 （担当の業者と協議した額） 

買い物代行料 １回につき５００円 

外出支援費用 

（市外等への個人的な外出

で職員が付き添った場合） 

交通費の実費相当額（付添い職員を含む）は負担してい

ただきます 

 

その他 （必要に応じて協議します） 


